
 

第３分科会関連資料                                                       

考察 国民保護体制から非戦平和のまちづくりへ 

                                                                        08.11.23 森 一敏 

はじめに  

 災害対策基本法、原子力災害対策措置法などをベースにしながら、国の一元的コントロール権を盛

り込む国民保護法は、自治体、指定行政機関、指定公共機関に対し、基本指針にもとづく国民保護（業

務）計画策定義務を負わせた。石川県、金沢市をはじめ、県内全ての自治体は既に対策本部設置条例、

国民保護協議会条例を制定し、07 年 3 月中には国民保護計画の策定を終えている。石川県は、06 年金

沢港周辺に続き、07 年 11 月 11 日に七尾港石油備蓄基地周辺で国民保護実動訓練を実施している。 

 金沢市は、国民保護計画にもとづく初めての事業として、国民保護計画の周知を目的とする国民保

護フォーラムを 07 年 11 月に開催した。講師には、佐藤消防庁国民保護室長（元陸上自衛隊第 14 普通

課連隊長《金沢駐屯地》と帝京大学教授で東京都危機管理担当参与の志方俊之氏を迎え、国民保護計

画の解説、危機管理論が町会役員や自主防災組織員、消防団員を前に語られた。ー関連資料参照ー 

 このように有事体制が、地域コミュニティに入り込み、地域住民を組み込むしくみが機能し始めて

いる。私たちは日本型社会民主主義を対置させ、国民保護法が、後に述べるように、憲法に違反する

戦時立法であることを基本に据え、一つは計画に内在する問題点、計画がもたらす諸問題、例えば平

和主義・平和外交の破壊、基本的人権・市民の平和的生存権の侵害、地方自治体の自治権の侵害に対

する問題意識に基づき、疑問点、不同意点を指摘し、計画撤回、見直しなどを求める。二つは軍事優

先思想ではなく、住民優先、すなわち「地方自治の本旨」（住民、自治体の自己決定、住民の平和的

生存権保障）を実現させる観点から、平和主義を具現化したまちづくりを具体的に構想し、地域内に

発信していく責任を負っていることを共通認識としたい。                                     

Ⅰ「国民保護法」概観  「国民保護」と言う名の総動員法 

「国民保護法」・・・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 

・１０法３条約からなる有事法制中の基本法たる「武力攻撃事態法」（０３．６．６）第２２条（事

態対処法制の整備）並びに第２４条（その他の緊急事態対処のための措置）にもとづく「国民の生命、

身体及び財産を保護するため、または国民生活及び国民経済への影響が最小限となるようにするため

の措置」とされる。     

・武力攻撃事態、緊急対処事態対処の「国民保護」のための措置は、平時は首相が、有事には武力攻

撃対策本部長（首相）が地方自治体等に計画策定、措置の実施を指示し、総合調整を行い、場合によ

っては是正措置を行う（一元的な指揮命令体制）。武力事態等対処の体制には、国・地方の行政機関、

国・地方の公共機関、自治体、住民個々人、消防団や町内会などの自主防災組織、情報機関を含む民

間事業者が網羅される。 

・国民保護のための措置とは、有事の警報発令、避難指示、住民誘導、救援、安否情報の収集、応急

措置、被災情報の収集、国民生活の安定、生活基盤の確保、復旧、備蓄、財政上の措置、罰則を指す。 

・国民保護のための措置の実施には協力に努めるもの（国民保護法第４条）とされているが、「自発

的意思にゆだねられるもので強制にわたってはならない」とし、憲法の保障する国民の自由と権利が

尊重されなければならない（第５条）と、基本的人権の尊重が明記されている。しかし、「正当な理

由」無く協力しなければ、罰則の対象となる。 

・「武力攻撃事態」とは、「我が国に対する外部からの攻撃が発生、または緊迫し、予測されるに至

った事態」をいい、「緊急対処事態」とは、「武力攻撃以外の国、国民の安全に重大な影響を及ぼす

事態」を指し、各４つの類型（閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」）を想定している。 

Ⅱ 国民保護法に対する基本認識  憲法違反の戦時法 

 「国民保護」という名のもつイメージに惑わされてはいけない。上記で概観したように、国民保護
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法とは、外部からの武力やそれ以外の方法による攻撃を前提にして、国内の総動員体制をつくりあげ、

稼働させようとする戦時法である。それは、戦争を行うための後方体制を平時からつくることであり、

戦争の方法を法律で定めることでもある。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの

安全と生存を維持しようと決意」（日本国憲法前文）し、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実

に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段と

しては、これを永久に放棄」（日本国憲法第９条）する日本に於いては、国民保護法を含め有事法制

そのものは憲法に反する法制であると認識する。 

 さらには、国民保護の概念が暗黙の了解として日本人（日本国籍を有する住民）を想定しており、

定住外国人をはじめとした外国人を保護の対象から排除していることに注意を払わなければならな

い。戦時法制はナショナリズムを基盤にせざるを得ず、外国人の保護・人権保障は本質的に矛盾する

はずである。基本方針や国民保護措置に外国人への配慮を文言化してみせてはいるが、民族排外意識

を煽ることで成り立つ体制からは、外国人差別や敵視は必然化せざるを得ない。にもかかわらず、外

国人差別、敵対行為、排除を明確に禁止する条項を盛り込んではいない。侵略と排外の歴史からつか

んだ日本国憲法の精神に背いているという意味でも憲法に反する法制であると考える。 

Ⅲ 県・市国民保護計画に対する論点  

１．「県・市国民保護計画が対象とする事態」（第１編 総則 第５章）に対して 

（１）有事の事態、すなわち「武力攻撃事態」、「緊急対処事態」各々の４つの類型は、抽象的であ

る。仮想敵を想定していると思われる。一体どの国、どの勢力を仮想敵として想定しているのか。 

（２）どのような根拠から「有事」の事態が起こることを想定しているか。マスコミを通じた政府の

世論誘導を追認してはいないか。（北朝鮮脅威論、中国脅威論） 

（３）政府自ら本格的着上陸侵攻は考えにくいと見解を表明した経緯がある外、有事の事態は、むし

ろ朝鮮半島や台湾海峡或いは中国大陸への米先制攻撃が誘発する可能性以外には考えられないとする

のが、国際政治学分野の有識者の見解である。しからば、安保再定義→新ガイドライン→テロ特措法

→イラク特措法、ミサイル防衛日米共同開発→武器輸出禁止三原則見直し→集団的安全保障合法化。

アジアにおいては、今や脅威とは先制攻撃戦略をとるアメリカに一体化し、憲法改悪にひた走る他な

らぬ日本ではないか。アジア地図をひっくり返して見てみよう。相手の立場から想像力を働かせれば、

日米軍事同盟こそが平和への脅威であることが実感されよう。  

（４）かつての大日本帝国は、絶えず仮想敵国が存在すると不安を煽り、それを口実として軍拡・軍

事政策をすすめ、高度な「国防」国家をつくり上げた。しかし、その内実は侵略国家であり、侵略を

すすめるための総動員体制であったことは、歴史の事実である。 

２．「国民保護」計画の実効性について 

（１）国民保護計画で、果たして住民の生命財産を守ることができるのか率直な疑問である。いかな

る根拠を持って計画を策定したのか。 

（２）鳥取県が行ったシミュレーションでは、県東部岩美郡（当時）３町村住民２万６千人がバスで

兵庫県へ避難するには、１１日間を要すると報告された。第１回鳥取県国民保護フォーラムで、鳥取

市当局関係者が１２万市民を避難させることは検討の余地を超えていると吐露しているように、実施

は困難であり、非現実的である。 

（３）自然災害とはちがい、武力攻撃等の事態を仮に想定してみた場合、戦線が絶えず移動し、状況

は流動し続ける。また、武力侵攻を排除しようとする軍事作戦（自衛隊、米軍？）がそれらに対応し

て展開される。軍事作戦と住民避難は時として矛盾し、場合によっては衝突する。軍が優先するのは

作戦行動である（自衛隊法には、本来任務を「直接侵略及び間接侵略に対しわが国（国民ではない）

を防衛すること」とある）。住民避難に責任を負う自治体が軍を抑制し、避難を優先させることがで

きるのか。（国民保護法には都道府県知事からの自衛隊への支援要請はあるが、自衛隊に対する人命
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救助の指示、行動抑制の権限は見当たらない） 

 日本は、かつての「高度国防国家」日本が仮想敵をつくり防衛の名によって戦争をしかけ、最後に

は、国民を見捨てて崩壊した旧満州、沖縄、全土空襲、被爆などの悲劇を歴史的教訓としてもってい

る。今日、米中心のグローバリズムに抵抗する命がけの闘争に対し、富める国の有志連合が防衛の名

の下で「対テロ」戦争を発動している。双方のおびただしい民衆の血が流され、憎悪の連鎖が収まる

ことがない。日本社会に安全の脅威が高まっているとすれば、アメリカグローバリズムへの追従と「対

テロ」戦争への加担がその要因である。軍事法制は決して市民を守らない。歴史と現実に学び、想像

力たくましく状況を考察することが重要である。 

（５）計画では、志賀原発への攻撃が深刻な放射能汚染を引き起こすことを想定し、北陸電力に緊急

停止を指示する措置を盛り込んでいる。放射性物質の大量拡散は、正に破局的な事態を招ことはまち

がいない。このことは、予てより建設・運転差し止め訴訟原告団らが主張し続けてきたことである。

不測の事態を怖れるのであれば、一でも早い志賀原発の廃止をこそ行わなければならない。        

３．戦時国際人道法との不整合性 

（１）1949 年、第二次大戦の反省に基づき、「戦争犠牲者の保護のための国際条約決定のための外交

会議」において以下の四つの条約が採択された。第１条約「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改

善に関する 1949 年８月 12 日のジュネーブ条約」（陸の条約）、第２条約「海上にある軍隊の傷者、

病者及び難船の状態の改善に関する 1949 年８月 12 日のジュネーブ条約」（海の条約）第３条約「捕

虜の待遇に関する 1949 年８月 12 日のジュネーブ条約」（捕虜の条約）第４条約「戦時における文

民の保護に関する 1949 年８月 12 日のジュネーブ条約」（文民保護の条約）これらの総称が、「1949

年のジュネーブ四条約」と言われるものである。しかし、これらは第 2 次対戦型の国家間戦争を想定さ

れていたもので、その後の戦後国際社会における内戦や植民地独立紛争などにおける犠牲者の保護のた

めに、この条約を補完する形で、1977 年、さらに二つの追加議定書すなわち第１追加議定書、第２追

加議定書である。通常、このジュネーブ４条約と２つの議定書の代名詞として「戦時国際人道法」とい

う用語が用いられるが、より広い概念としては、「『４条約（1949 年）』＋『２追加議定書（１９７

７年）』＋『様々な関連条約および慣習法』」の総称としてとらえることができる。 

（２）日本は 4 条約にはすでに加入しており、さらに有事法制整備にあたって追加議定書も批准した。

ところが、その対応法整備として「国際人道法関連法」を整備したものの、捕虜取り扱いや文化財保護

などに限定された不十分な法体系となっており、一連の国際人道法の最も核心をなす重要な「文民保護」

に関連する規定への考慮がいっさいないのが現状である。 

 日本が「誠実に遵守する必要」のあるこのジュネーブ条約の第１条約第 47 条は「締約国は、この条

約の原則を自国の全ての住民、特に、戦闘部隊、衛生要員及び宗教要員に知らせるため、平時であると

戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及

びできれば非軍事教育の科目中にこの条約の研究を含ませる」とあり、この条約の理念と内容を広く普

及し周知させる義務を有している。しかし学校現場や各自治体等でこうした研修や教育はなされていな

い。 

（３）消防庁のモデル計画（および県・市の計画）では、その基本指針の中で「国際人道法の確実な実

施」等と謳っているにもかかわらず、計画本体で言及されているのは赤十字標章に関する条項などしか

なく、一般の非戦闘員の保護を確保するための条項に関して検討された形跡は全く無い。 

 ①「軍民分離」原則の確保 

そもそも有事の際、「文民」や「民間施設」の保護は、国際法上「敵対行動に参加しない限り」（例

：ジュネーブ条約第一議定書 51 条）等という条件が前提となっており、保護計画において県民や民間

施設が「保護」されるためには、軍事作戦行動たる「侵害排除」活動と厳密かつ明確に区分されること

が最も重要な条件となる。したがって、例えば、侵害排除活動への住民や自治体職員、関連機関職員の
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強制的動員や関与の回避努力が必要だし、民間施設たる港湾の軍事利用は慎重になされる必要がある。

こうした基本的理念を理解し、自衛隊・米軍と認識を調整し、そして住民に広く理解・周知する必要が

ある。 

保護計画では、自衛隊との連携や協力要請について何の問題意識も無く言及されている。こうした国

際法の理念から言えば、自衛隊との安易な連携は実際上の危険を伴う可能性もあるのだということにつ

いては認識しておく必要がある。この点については、西宮市の国民保護計画では、市民の問題提起によ

って、武力攻撃が差し迫っているような状況においては、避難時の自衛隊への協力要請はしないことが

あるとの文言が追加されている。金沢市においては、3 月議会答弁で明文上は記載しないものの、同様

の認識が示された。 

 ②「中立地帯」「無防備地域」等に関する規程 

ジュネーブ第 4 条約の第 15 条では、文民などを「戦争の危険から避難させるための中立地帯を（略）

設定することを、直接に又は中立国若しくは人道的団体を通じて、敵国に提案することができる。」 と

ある。国の交渉や提案事項となるが、実際には地域内に適用される課題であり、住民保護の具体的な方

策として自治体の具体的な役割も想定し規定される必要がある。 

また、同条約第 1 追加議定書第 59 条で規定された「無防備地域」 は、「敵による占領に解放され

ている場所」として、「全ての戦闘員並びに移動用兵器及び移動用軍用器材を撤去」し、「固定の軍用

施設又は設備をいかなる敵対的使用にも供」せず、「当局による又は住民によるいかなる敵対行為も行」

なわないという前提で、その地域への攻撃が禁止されるものである。日本も批准した条約上に規定され

た条項に関する具体的な規程が関連法や保護計画に存在しないのは矛盾である。 

 ③軍事施設への攻撃からの住民保護 

ジュネーブ条約第 1 議定書 58 条 C 項では「人口密集地域及びその近傍への軍事施設配置の回避」

も謳われている。これは、軍事施設への攻撃から一般市民を守るための規定であるが、言い方を換えれ

ば、戦時国際法では、その是非は別にして、軍事施設への攻撃は容認されている。 

ところが、計画では、自衛隊施設等への攻撃の可能性が何ら言及されておらず、そのための安全確保

策についても何ら記述が無い。有事の際、「人口密集地」に所在する県内の自衛隊施設の周辺住民の安

全をどのように確保するのか、その問題意識が計画には何ら記述されておらず、これはそもそも真面目

に住民保護を考えていない証拠であると言っても過言ではない。 

Ⅳ．基本的人権は尊重されるのか 

（１）国民保護計画における「武力攻撃事態等への対処」（第３編）、「県民生活の安定・復旧等」

（第４編）に掲げられている諸業務、避難、待避措置はもちろん、「平素からの備え・予防」（第２

編）に掲げられている諸業務、研修・訓練、備蓄、整備、啓発などに対し、基本的人権・平和主義に

もとづく信条からの良心的拒否を行った場合、それらは認められるのか、また、「正当な理由」とは

何か。 

（２）地域や職場において、上記自己の信条に従って拒否ないしは不参加した場合、周囲からの差別

や偏見にさらされることを防ぐことができるのか。 

（３）あまねく人権保障を真剣に考えるなら、国民保護協議会に弁護士団体から委員を委嘱してしか

るべきであろう。外国人の意見表明権を保障するしくみも見当たらない。どのように説明できるのか。 

（４）指定地方公共機関には、新聞社は含まれてはいないものの、放送事業者が指定されている。県

国民保護計画では、放送事業者は、速やかに警報の内容を放送するものとされている。関係情報も含

め、住民が真実を知る権利が保障されるのか疑問である。戦前の大本営発表を想起させる。 

（５）国民保護法第４条、１７４条「国民の協力」第５条、１７４条「基本的人権の尊重」に、武力

攻撃事態、緊急対処事態への対処措置の実施にあたっては、強制にわたることがあってはならず、憲

法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないと明記されている。 
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 しかし、それらは尊重されないこと、強制にわたることの裏返しであろう。別条では、土地接収、

輸送、物資保管・提供等の拒否は「正当な理由」がなければ認められないとし、「一年以下の懲役も

しくは百万円以下の罰金、併科」「六月以下の懲役または三十万円以下の罰金」等々の罰則が設けら

れている。また、行政機関や公共機関をはじめ関係職員が業務命令に反した場合は、身分、経済上の

不利益処分が想定される。警戒区域への立ち入り制限や退去命令も行うことができる。 

Ⅴ．平時における国民保護計画について 

（１）計画には、「平素からの備え・予防」（第２編）として、第１章第６節に研修と訓練を、第５

章では啓発を盛り込んでいる。武力攻撃や緊急対処事態を想定した訓練や啓発とは、いかなるものか。 

（２）とりわけ学校教育における啓発とはどのようなものなのか。自然災害を想定したものといかな

る違いがあるのか。憲法・教育基本法にもとづく学校教育においては、戦争のための教育を行うこと

は、平和教育の理念に反するものである。又、ジュネーブ条約や子どもの権利条約の趣旨にも反する。 

（３）ここで述べるのは、国民保護計画（法）が地域社会や住民にもたらす核心的な問題である。仮

想敵、戦争を前提とする世界観の刷り込みと、煽られる脅威に対する不安が戦争政策を支持させ、「銃

後」の体制に人々を絡め取る。地域においては、避難訓練等を通じ、不参加者、非協力者があぶり出

され、住民によって「異端者、危険人物、非国民」がつくりだされるおそれがある。そうなれば先の

戦前の隣組制度の時代のように、地域が再び（一層）相互監視社会に変貌するであろう。 

 また、外国人の保護は表現上は規定されてはいるが、外国人への差別禁止規定が明文化されていな

い。仮想敵の煽動によって、アジアを中心とした外国人に対する排外意識が高まることが危惧される。 

Ⅵ．住民の力で平和憲法具現、非戦平和の地方自治・まちづくりを行うこと 

（１）有事諸法もそれぞれが個別法であり、地方自治法とは並立関係にあるはずである。ところが、

国民保護計画を規定する国民保護法の体系は、一元的上意下達の体系へと統治機構の再編成を強要す

る。これは、地方自治の独立性を侵害するものではないのか。 

（２）国民保護法を含む有事法制は、市民が平和に生活する「平和的生存権」（生命・財産・自由の

享受）を地方公共団体ならびに住民の自治によって保障するという「地方自治の本旨」を侵害する。 

地方自治の本旨にもとづく自治体運営を憲法上要請されている地方公共団体として、国民保護計画を

策定し、実施することは、自治体としての責任放棄であると同時に、自殺行為ではないのか。  

（３）地方自治体の行うべきことは、その責務の基本に立ち返り、住民を戦争の惨禍に巻き込むこと

がないよう、中央政府に対して有事法制の発動を容認せず、徹底した国際的平和外交の推進と地方自

治の尊重を求めることである。また、百歩譲って国民保護計画なるものを策定する場合でも、今計画

のような軍事最優先の国のモデル案に追従したものではなく、住民の生存権、財産権の侵害を自治体

として認めず、基本的人権を最優先し、公共用地や公共施設の軍事利用を排して、住民避難、生活基

盤の確保を最優先にする独自な行動計画とすることが責任である。 

（４）自治体の主体的な責務としてより重要な政策の一つは、非核平和自治体宣言を深化発展させ、

政治的な拘束力をもった「非戦平和条例」（仮称）を策定し、自治体自らが平和主義を具現化する施

策を展開することである。そこに、ジュネーブ条約追加第一議定書第５９条を根拠に、全国的に住民

運動が拡大している無防備地域（都市）宣言の条項を盛り込み、戦争非協力、地方自治・地方主権を

具現化した自治体平和施策を住民自治と結んでつくりだしていくことが、今日の課題である。 

 また、自治体が市民を主体にした自主的な平和外交、友好交流、足元の国際化施策を展開すること

によって、国境を越えた民衆同志の相互信頼が深まり、中央政府権力が戦争政策に走ることを許さな

い共生と連帯の砦をつくりだすことができる。これに優る国民保護はない。真の人間（民衆）の安全

保障のあり方について深く考察し、平和主義を具現化したまちづくりにとりくみたい。 


